
立 行 文 第 2 1 4 2 号 

令 和 ７ 年 ２ 月 1 8 日 

 

 立 川 市 議 会  

  議 長  福  島  正  美   殿  

 

                 立 川 市 長  酒  井  大  史  

 

   陳 情 の 処 理 の 経 過 及 び 結 果 に つ い て （ 報 告 ）  

 

 令 和 ６ 年 1 2月 2 3日 付 け 立 議 第 2 0 6 5号 に よ る 陳 情 に つ い て は 、 次 の よ う に

処 理 し た の で 、 報 告 し ま す 。  

 

記  

１  陳 情 第 ８ 号 及 び 陳 情 第 ９ 号  指 定 管 理 者 及 び 開 発 道 路 の 疑 義 解 明 を 求

め る 陳 情  

  1 )   各 施 設 の 設 置 条 例 に お い て 、 名 称 及 び 位 置 を 定 め て い ま す 。  

  2 )   地 方 自 治 法 （ 昭 和 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ） 第 2 4 4 条 の ２ 第 1 0 項 に 、

「 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 又 は 委 員 会 は 、 指 定 管 理 者 の 管 理 す る 公 の 施

設 の 管 理 の 適 正 を 期 す る た め 、 指 定 管 理 者 に 対 し て 、 当 該 管 理 の 業 務

又 は 経 理 の 状 況 に 関 し 報 告 を 求 め 、 実 地 に つ い て 調 査 し 、 又 は 必 要 な

指 示 を す る こ と が で き る 。 」 と 規 定 さ れ て い ま す 。  

ま た 、 同 法 第 2 4 4 条 の ２ 第 1 1 項 に 、 「 普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 指 定

管 理 者 が 前 項 の 指 示 に 従 わ な い と き そ の 他 当 該 指 定 管 理 者 に よ る 管 理

を 継 続 す る こ と が 適 当 で な い と 認 め る と き は 、 そ の 指 定 を 取 り 消 し 、

又 は 期 間 を 定 め て 管 理 の 業 務 の 全 部 又 は 一 部 の 停 止 を 命 ず る こ と が で

き る 。 」 と 規 定 さ れ て い ま す 。  

  3 )   指 定 管 理 者 の 指 定 は 、 期 間 を 定 め て 行 う も の と す る こ と か ら 、 そ の



よ う に 考 え ま す 。  

  4 )   指 定 管 理 者 指 定 後 、 立 川 市 公 の 施 設 指 定 管 理 者 の 指 定 手 続 等 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 1 7 年 立 川 市 条 例 第 2 4 号 ） 第 ９ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 市 が

支 払 う 指 定 管 理 料 等 に つ い て 定 め た 協 定 書 を 、 市 と 指 定 管 理 者 と の 間

で 締 結 す る 旨 を 明 示 し て い ま す 。  

 5 )   4） の 回 答 の と お り で す 。  

  6 )   労 働 基 準 法 （ 昭 和 2 2 年 法 律 第 4 9 号 ） 第 1 0 条 に お い て 、 「 こ の 法

律 で 使 用 者 と は 、 事 業 主 又 は 事 業 の 経 営 担 当 者 そ の 他 そ の 事 業 の 労 働

者 に 関 す る 事 項 に つ い て 、 事 業 主 の た め に 行 為 を す る す べ て の 者 を い

う 」 と 規 定 さ れ て い ま す 。  

 7 )   各 指 定 管 理 者 に お い て は 、 労 働 基 準 法 を 含 め 法 令 等 に 沿 っ た 対 応 を

さ れ て い る も の と 認 識 し て い ま す 。  

 8 )   消 費 税 法 （ 昭 和 6 3 年 法 律 第 1 0 8 号 ） の 解 釈 に つ き ま し て は 、 回 答

を 差 し 控 え さ せ て い た だ き ま す 。  

 9 )   立 川 市 公 の 施 設 指 定 管 理 者 の 指 定 手 続 等 に 関 す る 条 例 第 1 4 条 第 ３

項 の 規 定 に よ り 、 指 定 管 理 者 は 、 当 該 管 理 す る 公 の 施 設 に 関 す る 情 報

の 公 開 を 行 う た め 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と し て い ま す 。

ま た 、 指 定 管 理 者 と 締 結 す る 基 本 協 定 書 に お い て は 、 当 該 条 文 の ほ か

に 、 業 務 の 実 施 に 関 し 、 作 成 、 取 得 又 は 保 有 し た 文 書 等 に つ い て は 、

保 存 し な け れ ば な ら な い 旨 記 載 し て い ま す 。 こ れ ら の こ と か ら 、 指 定

管 理 者 が 作 成 、 取 得 又 は 保 有 す る 文 書 も 公 文 書 に な り え る 可 能 性 が あ

り ま す 。  

  1 0 )  利 用 料 金 制 度 導 入 施 設 や 自 主 事 業 を 実 施 し て い る 指 定 管 理 者 に お い

て は 、 基 本 協 定 書 を 締 結 の 上 で 、 収 入 及 び 収 益 の 一 定 額 を 納 付 い た だ

い て い ま す 。  



 1 1 )  「 指 定 」 と い う 行 政 処 分 に 基 づ き 公 の 施 設 の 管 理 権 限 の 指 定 を 受 け

た 者 に 委 任 し て い ま す 。  

  1 2 )  地 方 自 治 法 第 2 4 4 条 の ２ 第 ３ 項 に 、 「 普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 公 の 施

設 の 設 置 の 目 的 を 効 果 的 に 達 成 す る た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、

条 例 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 法 人 そ の 他 の 団 体 で あ っ て 当 該 普 通 地 方

公 共 団 体 が 指 定 す る も の （ 以 下 本 条 及 び 第 2 4 4 条 の ４ に お い て 「 指 定

管 理 者 」 と い う 。 ） に 、 当 該 公 の 施 設 の 管 理 を 行 わ せ る こ と が で き

る 。 」 と 規 定 さ れ て い る こ と か ら 、 指 定 管 理 者 の 職 員 が 公 の 施 設 の 管

理 の た め に 行 為 を 行 っ た 場 合 に は 、 当 該 職 員 は 国 家 賠 償 法 （ 昭 和 2 2

年 法 律 第 1 2 5 号 ） が 適 用 さ れ 得 ま す 。  

  1 3 )  刑 法 （ 明 治 4 0 年 法 律 第 4 5 号 ） 第 ７ 条 第 １ 項 の 「 公 務 員 」 で あ る か

ど う か に つ い て は 、 回 答 を 差 し 控 え さ せ て い た だ き ま す 。  

  1 4 )  刑 法 第 7 条 第 ２ 項 の 「 公 務 所 」 で あ る か ど う か に つ い て は 、 回 答 を

差 し 控 え さ せ て い た だ き ま す 。  

 1 5 )  行 政 庁 は 、 法 律 上 の 意 思 決 定 を し 、 外 部 に 表 示 す る 権 限 を 持 つ 行 政

機 関 で あ り 、 立 川 市 長 は 行 政 庁 と な り ま す 。 ま た 、 立 川 市 行 政 手 続 条

例 （ 平 成 ９ 年 立 川 市 条 例 第 4 3 号 ） 第 ２ 条 第 ３ 号 に お い て 、 処 分 権 限

を 委 任 さ れ た 機 関 も 対 象 と し て 定 め て お り 、 指 定 管 理 者 は 各 施 設 の 設

置 条 例 に よ り 利 用 承 認 を 行 う こ と が で き る こ と か ら 、 そ の 限 り で 行 政

庁 に 含 ま れ る と 考 え ま す 。  

 1 6 )  公 の 施 設 の 条 例 制 定 に お い て は 、 地 方 自 治 法 第 2 4 4 条 に 「 普 通 地 方

公 共 団 体 は 、 住 民 の 福 祉 を 増 進 す る 目 的 を も つ て そ の 利 用 に 供 す る た

め の 施 設 （ こ れ を 公 の 施 設 と い う 。 ） を 設 け る も の と す る 。 」 と 規 定

さ れ て い ま す 。  

 1 7 )  例 え ば 、 利 用 料 金 制 度 を 導 入 す る 指 定 管 理 者 に お い て 、 協 定 書 を 締



結 の 上 で 、 指 定 管 理 料 を 支 払 わ な い こ と と し て い ま す 。  

 1 8 )  各 指 定 管 理 者 は 、 施 設 ご と の 会 計 を 独 立 し て 管 理 し て い ま す 。  

 1 9 )  指 定 管 理 者 の 会 計 の 独 立 に つ い て は 、 1 8 )の 回 答 の と お り で す 。 ま

た 、 開 発 道 路 で 立 川 市 が 移 管 を 受 け た 道 路 、 い わ ゆ る 市 道 は 管 理 し て

お り ま す 。  

 2 0 )  地 方 自 治 法 第 2 4 4 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 立 川 市 が 条 例 に よ

り 設 置 及 び 管 理 し て い る 公 の 施 設 （ 学 校 ・ 河 川 ・ 道 路 を 除 く 。 ） 数 に

つ い て は 、 次 の と お り で す （ 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 ） 。  

   直 営 し て い る 公 の 施 設 ： 9 3 件  

直 営 し て い な い 公 の 施 設 （ 指 定 管 理 者 制 度 導 入 施 設 ） ： 7 0 件  

 2 1 )  2 0 )で 回 答 し て い る 直 営 し て い な い 公 の 施 設 全 て で 指 定 管 理 者 制 度

を 導 入 し て い ま す 。 な お 、 直 営 に は 委 託 を 含 み ま す 。  

   行 政 庁 は 、 法 律 上 の 意 思 決 定 を し 、 外 部 に 表 示 す る 権 限 を 持 つ 行 政

機 関 で あ り 、 立 川 市 長 は 行 政 庁 と な り ま す 。 ま た 、 指 定 管 理 者 は 、 立

川 市 行 政 手 続 条 例 第 ２ 条 第 ３ 項 に お い て 、 処 分 権 限 を 委 任 さ れ た 機 関

も 対 象 と し て 定 め て お り 、 指 定 管 理 者 は 各 施 設 の 設 置 条 例 に よ り 利 用

承 認 を 行 う こ と が で き る こ と か ら 、 そ の 限 り で 行 政 庁 に 含 ま れ る と 考

え ま す 。  

 2 2 )  行 政 庁 で 管 理 し て い な い 開 発 道 路 の 件 数 に つ い て は 、 把 握 し て お り

ま せ ん 。  

 2 3 )  都 市 計 画 法 （ 昭 和 4 3 年 法 律 第 1 0 0 号 ） 第 3 9 条 た だ し 書 き の 規 定 に

よ り ま す 。  

 2 4 )  立 川 市 が 管 理 し て い る 道 路 は 、 国 家 賠 償 法 が 適 用 さ れ る と 考 え て お

り ま す 。  

 2 5 )  開 発 道 路 に お い て 固 定 資 産 税 が 課 さ れ て い る 件 数 は ３ 件 で 、 固 定 資



産 税 相 当 額 は 2 4 5 , 9 4 4 円 、 都 市 計 画 税 相 当 額 は 8 2 , 5 6 4 円 と な り ま す 。  

  2 6 )  2 5 )の 回 答 の と お り で す 。  

 

２  陳 情 第 １ ０ 号  東 京 都 の ベ ビ ー シ ッ タ ー 利 用 支 援 事 業 （ 一 時 預 か り 利

用 支 援 ） を 立 川 市 で も 導 入 要 望 に 関 す る 陳 情  

ベ ビ ー シ ッ タ ー 利 用 支 援 事 業 （ 一 時 預 か り 利 用 支 援 ） に つ き ま し て は 、

本 市 に お い て も 導 入 の 可 能 性 に つ い て 検 討 し て お り 、 周 辺 自 治 体 の 動 向

を 調 査 す る と と も に 、 事 業 者 連 携 型 の 利 用 状 況 に 注 視 し て ま い り ま し た 。  

市 民 の 方 に と っ て 、 一 時 預 か り 型 の ほ う が よ り 利 便 性 が 高 い こ と は 承

知 し て お り ま す が 、 そ れ 故 に 見 込 ま れ る 利 用 者 数 の 大 幅 増 や 、 市 の 事 務

量 が 多 く な る 事 業 ス キ ー ム と な っ て い る こ と な ど か ら 、 円 滑 な 導 入 ･実

施 に あ た っ て は 、 職 員 体 制 の 充 実 が 不 可 欠 で あ り 、 現 時 点 で は 、 実 施 の

決 定 に は 至 っ て お り ま せ ん 。  

陳 情 者 の ほ か に も 同 事 業 の 早 期 実 施 を 求 め る 広 聴 も 寄 せ ら れ て い る こ

と か ら 、 引 き 続 き 、 検 討 し て ま い り ま す 。  

 


